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『未解決の戦後補償』より
12.11.18 リブインピース@カフェ

朝鮮人強制連行・強制労働

（１）実態

・国家総動員法に基づく「労務動員計画」（1939 年～）による

「募集」（39 年 9 月～ 42 年 2 月）

「官斡旋」（42 年 2 月～ 45 年 3 月）

「徴用」（44 年 9 月～敗戦）

・約 70 万人を朝鮮半島から日本国内、南洋諸島、サハリンなどの企業・事業所に

（２）補償を要求する闘い

・90 年代以降、9 つの訴訟

三菱重工長崎訴訟、日本鋼管訴訟、など

「国家無答責」論、時効・除斥などを理由とする請求棄却

ただし、当初は日韓請求権協定を理由とはしていなかった――日本政府も同協定は個人

の請求権を消滅させた訳ではないと解釈

・日本政府の補償回避の論拠の変化

90 年代末から 2000 年にかけて、日韓請求権協定第 2 条を前面に出すように

←関釜裁判山口地裁での損害賠償判決（98 年 4 月）、米カリフォルニア州のトム・ヘイ

デン法（97 年 7 月）を根拠とする集団訴訟などによる危機感。米政府に働きかけ「サ

ンフランシスコ平和条約で賠償問題はすべて決着済み」との見解を引き出す。裁判の

棄却理由も変更。

・01 年 11 月、韓国人元 BC 級戦犯裁判で「立法府の裁量」「未払い金の請求権は消滅」

との判決

司法救済の道を閉ざす

・和解

釜石訴訟(97 年 9 月)、日本鋼管訴訟（99 年 4 月）、不二越訴訟（00 年 07 月）

しかし、これ以降和解は途絶える

・ILOへの申し立て

「強制労働に関する条約」に基づく

97 年申し立て。99 年強制労働条約違反と認定

日本政府は放置

（３）韓国内の動き

・00 年 5 月、日本で敗訴した原告が三菱重工釜山営業所を被告とする訴訟

日韓交渉文書の公開を請求

→ 05 年 2 月全面公開
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・真相糾明のための法制定要求運動

04 年 11 月「日帝独占下強制動員被害真相糾明特別法」――被害の認定

・05 年 8 月、日韓請求権協定に関する韓国政府の最終見解

①請求権協定は、植民地支配賠償を請求するものではなく、両国間の財政的・民事的債

権・債務関係を解決するため、②日本政府・軍などが関与した反人道的不法行為は請求

権協定によって解決しておらず、日本政府の法的責任は残っている、など

・07 年 12 月「太平洋戦争前後国外強制動員被害者等支援法」

軍事独裁政権が曖昧にしてきた、韓国政府としての責任を明確化し、補償

・11 年 8 月韓国憲法裁判所が「元日本軍『慰安婦』原爆被害者が日本国に対して持つ損

害賠償請求権に関する紛争を、日韓請求権協定 3 条による仲裁手続きにより解決しない

韓国政府の不作為は憲法違反」

韓国政府は日本政府に外交協議を提起――初の第 3 条発動

・12 年 5 月、韓国大法院（最高裁）で画期的判決

日鉄、三菱重工に強制連行された被害者の訴訟で、原告敗訴の下級審判決を破棄し、差

し戻し

時効、別会社論、日韓請求権協定による消滅をすべて否定

日本の裁判所判決の「既判力」も否定――日本の司法は朝鮮植民地支配を合法とし、強

制連行を免罪しており、「大韓民国憲法の革新的価値と正面から衝突する」

日韓請求権協定

第二条

１．両締約国は、両締約国及びその国民（法人を含む。）の財産、権利及び利益並びに両締約国及び

その国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名され

た日本国との平和条約第四条（ａ）に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたことと

なることを確認する。

第三条

１．この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するもの

とする。

２．１の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約

国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する

各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意す

る第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲

裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲

裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。

４．両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
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中国人強制連行・強制労働

（１）実態

・1942 年 11 月、東条内閣閣議決定「華人労務者内地移入に関する件」

「労務者」――「事変」と称することでジュネーブ条約によるやハーグ条約捕虜保護の

適用を免れる

・花岡蜂起――象徴的事件

秋田県花岡鉱山の花岡川の改修工事などを請け負った鹿島組への、44 年 7 月以降の被

連行者 986 人、45 年 6 月までにうち 137 人が死亡

45 年 6 月 30 日、800 人が蜂起。翌 7 月 1 日憲兵、警察、警防団の弾圧により総計 419

人が死亡

・「華人労務者就労事情調査報告書」（「幻の外務省報告書」93 年 5 月発見）

強制連行された中国人の氏名、年齢、出身地、死亡した場合の詳細などを記載（表 2・3）

43 年 4 月～ 45 年 6 月に、38935 人が連行、

6830 人が日本で死亡。死亡率は 17．5 ％

・戦後、使役企業は、中国人受け入れにより

「損失」を被ったとして補償金を受ける。

総額 5672 万円（表 4）
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（２）補償を要求する闘い

・花岡訴訟

89 年 12 月、耿諄氏らが鹿島建設あてに公開書簡

①公式謝罪、②後世の教育に資するために記念館建立、③ 1 人 500 万円の賠償金支払い

90 年 7 月、鹿島建設と「共同発表」。「企業としても責任があると認識し、深甚な謝罪

の意を表明」、「協議を続け、問題の早期解決をめざす」

「幻の外務省報告書」を入手

95 年 6 月提訴→ 97 年 12 月地裁敗訴（門前払い）

→ 00 年 11 月高裁で和解。鹿島建設が（原告のみでなく）被害者全員のために 5 億円の

基金設立（被害者は約 50 万円／人を受領）

・他の訴訟

劉 連 仁訴訟 96 年提訴、00 年原告本人死亡、01 年 7 月地裁勝訴
リユウリェンレン

三井鉱山 02 年 4 月地裁勝訴

新潟リンコーコーポレイション 04 年 3 月地裁勝訴

いずれも高裁敗訴。時効、除斥、国家無答責

日本冶金 04 年 9 月大阪高裁で和解（対象は原告 6 名のみ）

・西松建設広島訴訟

地裁で敗訴後、04 年 7 月高裁で勝訴

→ 07 年 4 月最高裁で敗訴。「日中共同声明５項で請求権を失った」。一方で、判決文に

は「国民が個人として有する請求権の放棄を含む趣旨かどうか、必ずしも明らかとは

いえない」（この点については同声明に「いかなる」がなくなった経緯を考慮すべき）、

「被害の救済に向けた努力」を期待と付言

→ 09 年 10 月東京簡裁で和解 360 人全体について 2 億 5000 万円を信託

☆花岡和解よりさらに前進した点

和解条項に直接「謝罪」を盛り込む

和解条項に「記念碑建立」を明記
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「確認書」に「法的責任」についての双方の見解

和解に参加しない被害者を拘束しないことを確認

被害者は約 70 万円／人を受領

→ 10 年 4 月 西松の信濃川事業場でも 183 人全体について和解成立

・西松和解の影響

・三菱マテリアルが、国が責任を分担することを条件に、和解の意志

12 事業場、被連行者 3765 人

→国の責任追及が一層重要となる

日中共同声明

五 中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄す

ることを宣言する。


